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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
〇
七
・
秋
田
中
央
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
〇
八
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
一
〇
九
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
（
一
一
〇
、
一
一
一
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
一
二
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
百
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
百
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

新
浜
調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
新
浜
町
三
十

一

指

定

年

月

日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日

名
　
　
　
称

く
ら
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
根
岸
町
百
十
七
―
七

指

定

年

月

日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日

名
　
　
　
称

佐
藤
内
科
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
雄
物
川
町
造
山
字
造
山
百
四

十
五

辞

退

年

月

日

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
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（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
し
ま
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
野
　
中
　
正
　
人

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
ー
ル
大
曲

大
仙
市
戸
地
谷
字
川
前
百
九
十
八
番
外

（三）

小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
し
ま
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
野
　
中
　
正
　
人

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

株
式
会
社
ア
ベ
イ
ル
　
代
表
取
締
役
　
島
　
村
　
治
　
伸

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

（四）

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（五）

店
舗
面
積
の
合
計

千
九
百
九
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

（六）

駐
車
場
の
収
容
台
数

九
十
三
台

（七）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

五
十
九
台

（八）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
四
十
三
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

（九）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

六
十
六
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

（十）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
し
ま
む
ら

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

株
式
会
社
ア
ベ
イ
ル

開
店
時
刻
　
午
前
十
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
か
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
五
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

大
仙
市
役
所
　
農
林
商
工
部
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
百
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
薬
王
堂
　
代
表
取
締
役
　
西
　
郷
　
辰
　
弘

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
南
矢
幅
第
七
地
割
四
百
四
十
五
番
地

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
大
館
店

大
館
市
観
音
堂
四
百
十
八
―
一
他

（三）

小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
薬
王
堂
　
代
表
取
締
役
　
西
　
郷
　
辰
　
弘

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
南
矢
幅
第
七
地
割
四
百
四
十
五
番
地

（四）

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日

２

（ ）十一（ ）十二（ ）十三
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（五）

店
舗
面
積
の
合
計

千
三
百
二
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（六）

駐
車
場
の
収
容
台
数

九
十
九
台

（七）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
十
三
台

（八）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

（九）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

十
五
立
方
メ
ー
ト
ル

（十）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
薬
王
堂

開
店
時
刻
　
午
前
九
時
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
か
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

大
館
市
役
所
　
産
業
部
　
商
工
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
二
月
七
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

３

（ ）十一（ ）十二（ ）十三
一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

百
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

二
三
・
〇
〇
〜
二
七
二
・
〇
〇

二
三
・
〇
〇
〜
二
七
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

六
・
九
七
七

六
・
九
七
七

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
内
小
友
字
中
伊
岡
三
〇
七
番
七
か
ら
和
合
字
田
中
一
六
四
番
二
ま
で

大
仙
市
内
小
友
字
中
伊
岡
三
〇
七
番
七
か
ら
和
合
字
田
中
一
七
一
番
ま
で
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